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遺言書の保管の申請 遺言者 １通につき 3,900円

遺言書の閲覧の請求

（モニター）

遺言者・関係相続人など

１回につき 1,400円

（原本） １回につき 1,700円

遺言書情報証明書の交付請求 関係相続人など １通につき 1,400円

2020年７月から、自筆証書遺言書を全国の法務局（本局・支局）で保管す
る制度、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

自宅で保管する場合
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メリットは？

①家庭裁判所での検認が不要です。

②遺言書が紛失・亡失するおそれがなくなります。

③遺言者の死後、相続人などに遺言書が保管されて
いることを法務局から通知します。

相続開始後は？

①相続人などは遺言書の証明書の請求や、遺言書

の閲覧などができます。

②相続人などが遺言書の証明書の交付を受けたり、

閲覧をしたりすると、遺言書を保管していること 

を法務局から他の相続人に通知します。

あなたの最後の意思表示が確実に伝わります！   相続トラブルを防ぎ、相続手続が円滑に進みます！

● 手 数 料 一 覧 ●
自筆証書遺言書

保管制度の詳細は

法務省ＨPの

二次元コードから

ご覧ください。

法務局に預けて安心！自筆証書遺言書保管制度とは！
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